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　なえっこネットワーク運用委員会（大関光敏委員長）が役
場を訪れ、小中学校と認定こども園に地元奈井江産の「ゆめ
ぴりか」を寄贈しました。
　地元で生産されるお米のおいしさを知ってもらうと共に地
元農産物の宣伝普及促進を図る目的で平成 25年度より行っ
ています。北町長は、「子どもたちも毎年楽しみにしています。
心温まるプレゼントに感謝します。」とお礼を述べました。

子どもたちに地元産米のプレゼント　（11/21）
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　幼児の部と小学生の部それぞれ午前と午後で開催されたあ
そびのフェスティバル。ジャグリングショーや各児童館や支
援センターで出店した露店コーナー、ちょっと怖いお化け屋
敷などで楽しみました。また、商工会青年部ではハロウィン
かぼちゃ作り体験なども行われ、みなクルは笑顔の絶えない
一日となりました。

みなクルに子どもたちの笑顔が広がる（10/23）

健康寿命を延ばして人生を楽しむ　（11/5）
　奈井江町と浦臼町の共催事業となる健康フォーラムが文化
ホールで行われ両町の町民ら約 180 名が参加しました。会
場には健康チェックやコーナーが設置されたほか、健康レシ
ピの試食コーナーもあり、大好評でした。
　また、講演会ではＴＶ等でもおなじみの貫田桂一フード
ディレクターが、「食育で健康になる～健康寿命を延ばす食
べ方～」と題し講演を行いました。

高齢者へ火の用心の呼びかけ　（11/10）
　奈井江町婦人防火クラブでは、今年も単身高齢者のお宅を
訪問して火の用心の啓発活動を行いました。
　早朝より 11名の会員が集まり、ちらし寿司を作り本町地
区の高齢者宅 25 件を訪問。「火の用心に気をつけてくださ
い。寒くなってきたので風邪をひかないように。」と声を掛
けてちらし寿司とポケットティッシュを配りました。

障がいへの理解を深めた一日（10/29）
　今年で４回目を迎える障がい福祉フォーラムがみなクルで
開催され、町内外より 100名以上が参加しました。
　障害者差別解消法についての講演やパネルディスカッショ
ンを行い、参加者は障がいへの理解を深めました。
　また、昼食休憩時には町内福祉施設の特産品の販売も行わ
れ、パンやカレー等を買い求める人で賑わっていました。
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【問い合わせ】保健センター　☎ 65－ 2131

インフルエンザに備えましょう
　インフルエンザは、かぜの病原体とは異なるインフルエンザウイルスが飛沫感染（せき、くしゃみ）、
接触感染（インフルエンザウイルスのついた手で触れたもの）で発症します。重症化すると命に関わ
ることがある病気です。人の体には免疫という力があり、一度ウイルスに感染したら、次に同じ形の
ウイルスが来たときは排除することができますが、インフルエンザウイルスは、形が絶えず変化する
性質があるため、繰り返し感染してしまいます。

①流行前の予防接種
　感染しても発症する可能性を減らしたり、重
　症化予防と考えられています。
②手洗い
　流行時は流水、石けんで手洗いをしっかりし
　ましょう。アルコール消毒も効果的です。
③外出後はうがいをする
④湿度を保つ
　空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が
　低下するためウイルスに感染しやすくなりま
　す。室内は50％～60％の湿度を保ちましょう。
⑤人込みを避ける
　マスクをつけ、咳をしている人から 2ｍ以
　上離れるようにしましょう。

効果の高い予防策インフルエンザとかぜの違い

せきエチケットを守りましょう

●かぜ
　特に流行シーズンはない
　鼻水やのどの痛みなどの局所的な症状
●インフルエンザ
　毎年 1～ 2月に流行のピークを迎える
　38℃以上の発熱やせき、のどの痛み
　倦怠感・関節や筋肉の痛みなど全身的な症状

　感染の拡大を防ぐほか、高齢者や妊婦、子ど
もなどのハイリスク者への配慮として、せきや
くしゃみが続くときはマスクを着用する「せき
エチケット」を守りましょう。

【問い合わせ】健康ふれあい課介護支援係　☎ 65－ 2131

緊急通報システムをご存じですか？
　町では、緊急時に機敏に行動することができない 1人暮らしの方を対象に、緊急通報システムを
設置しています。この装置は緊急時にボタンを押すだけで消防に直接つながり、通話ができるもので
す。詳しくは、下記にお問い合わせください。

◆利用できる方 ◆手続き

◆費用

本　体
※ペンダントは希望者のみ設置します。
※上記のほか、2年に 1回、電池交換の費用が必要です。

ペンダント

・65 歳以上の高齢者で１人暮らしの方
・1 人暮らしの重度身体障害者の方
・1 人暮らしで、生命に危険な病状を発

・設置を希望する場合は、申請書、誓約書等の
　提出及び緊急協力員の選任が必要です。詳し
　くは、下記までお問い合わせください。

症する持病がある方　　など

月　額 年　額
本体 189 円 2,268 円

ペンダント 210 円 2,520 円

合計 399 円 4,788 円
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総人口	 5,647 人（5,653 人）
　男	 2,668 人（2,669 人）
　女	 2,979 人（2,984 人）
世帯数	 2,867 戸（2,870 戸）
11 月 20 日現在（ ）は 10 月末   
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「老人のつどい」　　　（11/16）
　公民館大ホールで開催された老
人のつどいに 180 名以上が参加し
て親睦を深めました。ゲームやカ
ラオケなどで会場は拍手と笑い声
で包まれていました。

【問い合わせ】　役場おもいやり課戸籍係　☎ 65 － 2119
　　　　　　　　　　　砂川年金事務所　☎ 52 － 2144

免除された国民年金保険料の追納
をお勧めします

おたんじょう おめでとう

大辻　凜
り お と

翔くん　　　　　　 厳１

塩田　渚
な ぎ さ

紗ちゃん　　　　　　 本 10

織田　眞
ま こ

心ちゃん　　　　　　 東６

おくやみ申し上げます
向原　　勇さん	（82 歳）	 大６
加藤　秀雄さん	（92 歳）	南２甲
和泉ユリ子さん	（86 歳）	 高１
畠山　ミサさん	（93 歳）	 本８
浅見　豊子さん	（75 歳）	 北５
川端　惠子さん　（71 歳）	 本９
林　　ヒロさん　（80 歳）	 東６
柴山　繁雄さん	（91 歳）	 大７
安井美代子さん　（80 歳）  南６
藤江ミサ子さん　（98 歳）  北１

ご厚志ありがとうございました
【地域振興基金】
南町１区　　　畠山　光男さん

（諭　さん）　彩夏さん

（佑樹さん）　知美さん

（恵一さん）　成美さん

■免除された期間の国民年金保険料の追納について

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、若年者
納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料
を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（65 歳から受けられる年金）の
受け取り額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る年金額を増額する
ために、10 年以内であれば遡って古い月分から納める（追納する）こ
とができます。

・一部免除を受けた期間は、残りの納付すべき保険料が納付されてい
なければ追納はできません。

・「法定免除・申請免除期間」が「若年者納付猶予・学生納付特例期間」
より古い（先に経過した）月分である場合は、どちらを優先して納
めるか本人が選択できます。

・「若年者納付猶予・学生納付特例期間」の中では、先に経過した月分
から納めることになります。

・「法定免除・申請免除期間」の中では、先に経過した月分から納める
ことになります。

※免除された国民年金保険料の追納は、砂川年金事務所、役場おもい
やり課戸籍係でお申し込みください。追納が承認された場合は、通
知書と納付書が直接お手元に送付されます。

※ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３
　年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗
　せされます。

■追加で保険料を支払うときの注意点は
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町のお針箱町のお針箱

水道の凍結にご注意を !
　寒さの厳しい季節になりましたが、水道管の水抜きは万全でしょうか。水抜きをしないで水道管が凍結して破損した場合、
家屋に甚大な被害を被る恐れがありますのでご注意ください。
　なお、水道に関する工事は、指定給水装置工事事業者でなければできませんのでご注意ください。

　短期間、長期間問わず、こまめに水抜きしましょう。

中空知広域水道企業団　☎５３－３８４０

　夜間から早朝にかけて水道凍結が特に起きやすいので水抜き
を忘れずに。日中でも水道を使用しないときは水抜きをしま
しょう。

　水道企業団では原則として止水栓を止めていませんので、マ
ンションやアパートなどに住まわれている方が退去するときは、
必ず使用者が水抜きしてください。既に空き家になっている場
合は、建物の所有者または管理者が再確認してください。

○㈱高橋組　　　　　　　　☎ 65 － 2838
○千永工業㈱　　　　　　　☎ 65 － 5818
○㈱北晶テクノ奈井江支店　☎ 65 － 5665
○㈱櫻井千田　　　　   　　☎ 65 － 2251

水道管の凍結解氷は、次の指定給水装置
工事事業者へ !

（受付時間は 8 時 30 分～ 17 時）

外出時

夜　間

空き家

皆様のかかりつけ薬局として

お気軽にご相談ください

ご利用ください

ポプリ薬局
本町5区ＴＥＬ：６６－３７８８

ＦＡＸ：６６－３７８７

第 70 回：「そらぷちカレンダー 2017 完成 !」

　そらぷちキッズキャンプのオリジナルカレン
ダーが完成しました。キャンプ中に撮った写真
や子どもたちの喜びそうな記念日を掲載してい
ます。
　詳細はそらぷちホームページの「そらぷちブ
ログ」（http://blog.goo.ne.jp/solaputi）でご確
認ください。
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